
✔

✔

✔

No 994 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
精神障害者保護申請等整理簿兼措置入院者台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局健康福祉環境部地域保健課

精神保健福祉法に基づく申請・通報等に対して適切に対応するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受付年度・月日、２保健所名、３氏名、４生年月日、５性別、６住所、７申請・通報等区分、８申請・通報
者等、９家族等氏名、10家族等住所、11家族等の続柄、12診察関係（診察要否、１次診察指定医、２次
診察指定医、診察結果）、13措置入院不要後の処置、14措置入院年月日、15措置精神科病院名、16移
送関係、17症状消退届年月日、18措置解除年月日、19措置解除後の処置、20退院後支援計画策定

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

精神保健福祉法に音づく申請・通報等のあった者

担当課

長岡地域振興局 健康福祉環境部 地域保健課

所在地

〒940-0857　長岡市沖田３丁目2711-1

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

―

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
申請・通報者、精神保健福祉法第27条第１項に基づく調査

記録情報の経常的提供先

新潟県福祉保健部障害福祉課

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

✔

No 995 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
小児慢性特定疾病児童等相談支援事業

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局健康福祉環境部(地域保健課)

小児慢性特定疾病児童の在宅療養支援のために利用する

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

基本的事項、経歴又は社会的活動、家庭の状況、財産の状況、要配慮個人情報（人種、信条、社会的
身分、病歴）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

難病患者及びその家族

担当課

長岡地域振興局 健康福祉環境部 地域保健課

所在地

〒940-0857　長岡市沖田３丁目2711番地１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

‐

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人、本人以外、法人その他の団体、個人、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行
政法人

記録情報の経常的提供先

法人その他の団体、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

✔

No 996 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
難病地域支援対策推進事業

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局健康福祉環境部(地域保健課)

難病患者の在宅療養支援のために利用する

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

基本的事項、経歴又は社会的活動、家庭の状況、財産の状況、要配慮個人情報（人種、信条、社会的
身分、病歴）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

難病患者及びその家族

担当課

長岡地域振興局 健康福祉環境部 地域保健課

所在地

〒940-0857　長岡市沖田３丁目2711番地１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

‐

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人、本人以外、法人その他の団体、個人、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行
政法人

記録情報の経常的提供先

法人その他の団体、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 997 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
狩猟者台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局　健康福祉環境部　環境センター　環境課

狩猟免許の交付、狩猟者登録状況の確認や再発行申請等に係る過去の交付内容、捕獲許可申請等で
確認するために利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１都道府県名　２狩猟者台帳機関　３団体区分　４データ登録日時　５データ更新日時　６狩猟者 ID　７
居住区分　８失効した台帳　９氏名・ふりがな　10改姓前氏名・ふりがな　11改姓年月日　12性別　13生
年月日　14郵便番号　15住所　16電話番号 17免許種別初めて交付を受けた年月日　18免許種別交付
日　19免許種別交付都道府県名　20免許種別免許番号 　21種別免許備考の記載条件　22免許種別登
録番号　23狩猟者登録_交付都道府県名　24免許種別狩猟場所　25免許別狩猟者登録年月日　26免許
種別返納年月日　27狩猟税減免措置対象者　28免許種別登録者備考の記載条件　29職業　30再交付
理由等　31再交付年月

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

申請者

担当課

長岡地域振興局　健康福祉環境部　環境センター　環境課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田2丁目173ー2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

ー

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡市、見附市、小千谷市、出雲崎町に住所を有する人のみ

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 998 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
猫の不妊去勢手術補助事業処理簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局 健康福祉環境部 生活衛生課

所有者のいない猫の不妊去勢手術補助金交付要綱に基づく申請に関する事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１　氏名、２　住所、３　電話番号、４　補助金振込先金融機関

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

所有者のいない猫の不妊去勢手術補助金交付要綱に基づく申請者

担当課

長岡地域振興局 健康福祉環境部 生活衛生課

所在地

〒940－0857　長岡市沖田３丁目2711番地１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

ー

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人からの申請

記録情報の経常的提供先

新潟県中越動物愛護協会（長岡市在住者の氏名、住所、電話番号）

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 999 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
用地費・補償費一覧ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局農林振興部

 予算執行管理に利用用地補償契約実績管理に利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

 １事業概要に関する記載項目、２補償内容に関する項目、３被補償者名、４契約額、５交渉伺日、６契約
日、７履行確認日、８支払日、９備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

損失補償契約をした者

担当課

長岡農林振興部農用地課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田２丁目173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人との契約

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1000 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
治山防災ヘルパー名簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局農林振興部

登録者の管理

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２現住所・電話番号、３連絡先住所・電話番号、４生年月日、５年齢、６所属名

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

新潟県治山林道ヘルパー認定申込書（様式２）を提出したもの

担当課

長岡農林振興部森林施設課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田２丁目173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
市町村長からの推薦書（様式１）及び対象者からの申込書（様式２）

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1001 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
新潟県特別栽培農産物認証データベース

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局農林振興部

新潟県特別栽培農産物認証の認証事務

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１整理番号、２認証番号、３市町村名、４旧市町村名、５個人農業者氏名、６法人・組織名および代表者
名、７郵便番号、８住所、９電話番号、10FAX番号、11メールアドレス

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

新潟県特別栽培農産物認証の申請者

担当課

長岡地域振興局農林振興部生産振興課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田２丁目173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人からの申請

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1002 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
権利者調査表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う取得予定地、もしくはその隣接地の登記名義人の状況を確認するための資料

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１路線名、　２施工地、　３登記名義人、　４登記簿住所、　５生存、　６相続権利者、　７現住所　

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の取得予定地、もしくはその隣接地の登記名義人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求より取得

記録情報の経常的提供先

なし

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　1/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1003 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
相続関係説明図

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う取得予定地、もしくはその隣接地の登記名義人の相続関係を確認するための資
料、所有権移転登記等で必要な場合は管轄法務局に提出する

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１路線名、　２施工地、　３被相続人名、　４被相続人登記簿住所、　５被相続人死亡日、　６相続人名、
　７相続人続柄　８相続人住所、　９相続人生年月日もしくは死亡年月日、　10相続人婚姻状況及び年
月日　

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の取得予定地、もしくはその隣接地の登記名義人及び相続関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求より取得

記録情報の経常的提供先

なし

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　2/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1004 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
地権者リスト

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う取得予定地、もしくはその隣接地の所有者の状況を確認するための資料

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１路線名、　２事業名、　３施工地、　４所有者名、　５所有者住所、　６電話番号、　７関係人名、　８関係
人続柄、　９関係人住所、　10関係人電話番号、　11買収土地情報、　12買収面積、　13買収筆数、　14
補償建物情報、　15契約日、　16移転状況、　17用地費金額、　18補償費金額、　19補償費種目別金
額、　20補足・特記事項

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の取得予定地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、本人及び関係人から聞き取り、用地測量並び
に物件調査実施による成果より取得

記録情報の経常的提供先

なし

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　3/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1005 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
固定資産税の非課税対象土地一覧表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得した土地について、地方税法第348条第１項の規定に準ずる土地として、非
課税措置の適用を受けられるよう市町村に提出するもの

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１土地の所在（町・字・丁目・地番）、　２地目（台帳上・現況）、３地積（登記面積・買収面積・残地面積）、
　４登記名義人（住所・氏名）、　５所有権移転登記後の所有者名、　６登記完了予定年月日、　７土地取
得の使用目的

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の取得地の所有者登記名義人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量による成果より取得

記録情報の経常的提供先

関係市町村

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　4/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1006 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
土地調書（土地改良区依頼により作成した資料）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

土地改良区の依頼に基づき、賦課事務処理に必要なため、公共事業の施行に伴い取得した土地につ
いて、買収面積等の資料を土地改良区に提出するもの

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１年度、　２事業名、　３市町村名、　４大字名、　５字名、　６地番、　７地目（台帳・現況）、　８登記簿地
積、　９買収地積、　10残地地積、　11土地所有者（住所・氏名）、　12調印年月日、　13備考欄（移転先
の名義人）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の取得地の所有者登記名義人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量による成果より取得

記録情報の経常的提供先

関係土地改良区

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　5/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1007 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
過年度未登記台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い売買契約締結した土地について、様々な原因により所有権移転登記が完了して
いない土地の状況を確認するための資料

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１事務所名、　２整理番号、　３事業名、　４公共県単の区別、　５工事番号、　６所在地、　７契約者名、
　８筆数、　９実測面積、　10台帳登録年月日、　11未登記原因、　12未登記原因詳細、　13問題点、　14
処理方針、　15備考、　16再測量年度、　17委託金額、　登記完了年月日

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の取得地の所有者登記名義人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量による成果より取得

記録情報の経常的提供先

県庁用地・土地利用課

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　6/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1008 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
繰越一覧表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い用地買収及び物件補償した契約のうち、履行期限を次年度に繰り越す案件の
資料を県庁用地・土地利用課に提出するもの

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１事業課名、　２事業名、　３施設名、　４施工地、　５契約相手方、　６契約金額、　７繰越金額、　８補償
物件、　９補償棟数、　10契約年月日、　11履行期限、　12繰越理由

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の取得地の所有者及び支障となる物件の所有者

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、本人及び関係人から聞き取り、用地測量並び
に物件調査実施による成果より取得

記録情報の経常的提供先

県庁用地・土地利用課

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　7/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1009 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
予算管理表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い事業ごとの予算を管理するため使用するもの。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１略科目、２細々事業コード、３契約月日、４工事番号、５施設名＋施行地＋事業名、６事業課、７地目
（登記・現況）、８買収面積、９土地使用地積、10補償内容、11金額、12契約者氏名、13担当者、14支払
日、15支出命令金額、16支出命令済（用地費・補償費）、17施行確認日（検査日）、18未払い額

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の取得地の所有者及び支障となる物件の所有者

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

なし

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　8/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1010 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
印鑑証明書の手数料免除申請

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業用地取得に伴う印鑑登録証明書の手数料免除について依頼書作成及び照会対応のため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１枝番、２年月日、３依頼先市町村名、４氏名、５必要通数、６生年月日、７住所、８施設名、９事業名、
10施行地、11根拠法令、担当者

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

各市区町村

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

長岡オリジナル資料　9/9

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1011 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
土地の登記記録調査表（一覧）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１整理番号、　２表題部（所在、地番、地目、地積）、　３権利部（甲区（所有者、住所）、乙区（有無）、　４
備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　共通仕様書　様式第６号の１

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1012 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
土地調査票

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１整理番号、　２登記記録（表題部（所在地、地番、地目、地積、所有者、備考）、権利部）、　３分割の部
（用地（符号、地積）、残地（符号、地積））　４現況調査（地目、地積）、５調査年月日（登記記録調査、法
人登記簿又は商業登記簿調査、権利者調査、現況調査）、　６調査者、　７課税評価額、　８所有権以外
の権利又は仮登記の調査、　９権利者法人登記簿又は商業登記簿調査、　10その他土地等の評価に
必要な資料の調査

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　共通仕様書　様式第６号の２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1013 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
建物の登記記録調査表（一覧）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１整理番号、　２所在、　３表題部（家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付）、　４権利部（甲
区（所有者）、乙区（有無））、　５備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

物件調査委託成果品　共通仕様書　様式第７号の１

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1014 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
建物の登記記録調査表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査年月日、　２調査者、　３整理番号、　４表題部（所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因
及びその日付、所有者）、　５権利部　甲区欄（登記名義人（氏名、名称、共有持分））、　６権利部　乙区
欄（登記名義人（氏名、名称、住所、所在地、権利の種類、権利の内容、権利の始期、存続期間））、　７
仮登記の内容

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

物件調査委託成果品　共通仕様書　様式第７号の２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1015 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
権利者調査表（一覧）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地及び当該土地に存する建物の権利関係などの状況把握のた
め利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査年月日、　２調査者、　３住所、　４氏名、　５生年月日、　６摘要

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地及び当該土地に存する建物の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　共通仕様書　様式第８号の１

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1016 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
権利者調査表（土地）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査年月日、　２調査者、　３整理番号　４権利者が法人以外（登記名義人の氏名、生年月日・死亡年
月日、登記名義、人の住所、相続関係、相続系統図、相続人の氏名、相続人の生年月日・死亡年月日、
被相続人との続柄、相続人の住所、法定代理人等（氏名、住所）、財産管理人（氏名、住所））、　５　権
利者が法人（法人の名称、主たる事務所の所在地、法人の代表者（氏名、住所）、破産管財人等（氏名、
住所））

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　共通仕様書　様式第８号の２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1017 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
権利者調査表（建物）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査年月日、　２調査者、　３整理番号、　４権利者が法人以外（登記名義人の氏名、生年月日・死亡
年月日、登記名義人の住所、相続関係、相続系統図、相続人の氏名、相続人の生年月日・死亡年月
日、被相続人との続柄、相続人の住所、法定代理人等（氏名、住所）、財産管理人（氏名、住所））、　５　
権利者が法人（法人の名称、主たる事務所の所在地、法人の代表者（氏名、住所）、破産管財人等（氏
名、住所））

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

物件調査委託成果品　共通仕様書　様式第８号の３

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1018 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
土地境界立会確認書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の測量時の境界確認の実施状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１監督員氏名、　２作成年月日、　３土地所有者（住所、氏名）、　４隣接土地所有者及び関係人（住所、
氏名）、　５起業者名、　６事業名、　７所在地　、８対象地（大字、字、地番、地目、公簿地積）、　９対象
地に対する隣接地（大字、字、地番、地目、関係人）、　10摘要

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の境界確認者

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人、法務局から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　共通仕様書　様式第９号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1019 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
居住者等調査表（自家・家主）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査者、　２調査年月日、　３整理番号、　４建物所在地、　５建物所有者住所、　６建物所有者氏名又
は名称、　７法人を代表する者の氏名及び住所、　８電話番号、　９土地の所有者住所・氏名、　10建物
取得年月日（不明の時は推定）、　11建物の取得方法、　12居住年月日（不明の時は推定）、　13建物の
居住者（続柄、氏名、生年月日、所在地、職業）、　14建物に借家・借間人が居住している場合（貸家・貸
間の別、貸主、借家・借間人氏名、家賃、貸家・貸間面積、権利金・敷金、契約年月日、契約書の有無、
戸籍簿の調査、使用状況、住居面積、摘要）、　15配偶者居住権に関する調査結果（配偶者居住権の有
無、存続期間、権利の始期、上記認定理由、配偶者居住権者の氏名、配偶者居住権の住所）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
所有者、関係人、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

建物調査委託成果品　共通仕様書　様式第11号の１

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1020 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
居住者等調査表（借家・借間）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査者、　２調査年月日、　３整理番号、　４住所、　５氏名又は名称、　６電話番号、　７続柄、　８氏
名、　９生年月日、　10職業、　11勤務先所在地、　12家主氏名、　13家賃、　14権利金・敷金、　15借家
面積、　16借間面積、　17住居面積、　18借家・借間契約年月日、　19契約期間、　20使用状況　、21入
居期間、　22賃貸借契約書、住民票等の有無、　23備考（家賃差について、特記すべき事情がある場合
は、当該欄に記載する）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
所有者、関係人、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村等から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

建物調査委託成果品　共通仕様書　様式第11号の２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1021 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
墓地管理者調査表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する墓地の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査年月日、　２調査者、　３整理番号、　４墓地所在地、　５所有者（墓地所有者の氏名又は名称、墓
地所有者の住所又は主たる事務所の所在地）、　６管理者（墓地管理者の氏名又は名称、墓地管理者
の住所又は主たる事務所の所在地、代表権を有する者の氏名、代表権を有する者の住所）、　７包括団
体の名称及び宗教法人・非宗教法人の別、　８財産処分等に関する規則、　９永代使用料（入檀家志納
金）に関する事項、　10墓地使用（祭祀）者の氏名　11墓地使用（祭祀）者の氏名、　12備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する墓地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
所有者、関係人から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

建物調査委託成果品　共通仕様書　別添４　様式第１号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1022 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
墓地使用（祭祀）者調査表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する墓地の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査年月日、　２調査者、　３整理番号、　４墓地の所在地、　５墓地の使用（祭祀）者の氏名、　６墓地
使用（祭祀）者の住所、　７受任者又は承継人の氏名、　８受任者又は承継人の住所、　９原因、　10墓
地使用（祭祀）者単位の霊数、　11番号、　12法名（戒名）、　13俗名、　14性別、　15享年、　16死亡年月
日、　17火葬・土葬の区分

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する墓地の使用（祭祀）者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
所有者、関係人から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

建物調査委託成果品　共通仕様書　別添４　様式第２号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1023 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
墳墓調査表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する墓地の権利関係などの状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１調査年月日、　２調査者、　３整理番号、　４墳墓の所在地、　５墳墓の所有者（住所、氏名及び生年月
日又は名称、法人を代表する者の住所及び氏名）、　６墳墓の管理者（住所、氏名及び生年月日又は名
称、法人を代表する者の住所及び氏名）、　７土地所有者（住所、氏名及び生年月日又は名称、法人を
代表する者の住所及び氏名）、　８摘要、　９字、　10地番、　11番号、　12構造（種類）、　13規模（形状、
寸法、使用材料）、　14埋葬年月日、　15遺体又は遺骨の数、　16火葬土葬の別、　17単位、　18数量、
　19摘要

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する墳墓の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
所有者、関係人から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

建物調査委託成果品　共通仕様書　別添４　様式第３号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1024 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
従業員調査表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する事業者の経営状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１従業員氏名、　２性別、　３年齢、　４直近３月間の賃金、　５摘要

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する事業者の従業員

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
事業者から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

営業調査委託成果品　共通仕様書　別添12　様式第４号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1025 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
従業員に対する休業手当相当額算定書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する事業者の経営状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１従業員氏名、　２直近３月間の賃金総額、　３暦日数、　４平均賃金、　５合計、　６補償率、　７　補償期
間（日）、　８補償額、　９摘要

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する事業者の従業員

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
事業者から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

営業調査委託成果品　共通仕様書　別添12　様式第８号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

✔

No 1026 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
公共用地境界確定協議依頼書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地と公共用地との境界を確定するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１依頼地土地所有者、対側地土地所有者、相隣地土地所有者　住所・氏名、　２現地立会年月日及び
時間、　３集合場所、　４現地役員等住所・氏名、　５当局担当職員氏名、連絡先、電話番号、　６測量業
者及び担当者名、連絡先、電話番号、　７公共用地境界確定協議依頼箇所調書（施行地、番号、公共用
地の種別、依頼地（地番、所有者住所・氏名）、対側地（地番、所有者住所・氏名）、相隣地（地番、所有
者住所・氏名）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、市区町村、地元関係人から収集

記録情報の経常的提供先

公共用地管理者

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

✔

No 1027 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
立会人名簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地と公共用地との境界を確定するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１業務名、　２箇所名、　３立会場所（所在）、　４番地、　５立会年月日、　６立会者、　７備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
立会人から収集

記録情報の経常的提供先

公共用地管理者

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1028 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
土地境界確認説明記録簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地と公共用地との境界を確定するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１説明場所、　２説明年月日、　３出席者（説明者、相手方）、　４説明内容及び質疑、　５特記事項、　６
受注者

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
土地所有者及び関係人から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1029 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
立会計画書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地及び当該土地に存する物件調査時の立会実施のため利用す
る。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１業務名、　２調査等の場所、　３契約年月日、　４受託者、　５区分、　６土地の地番、　７権利の種類、
　８氏名、　９住所、　10立会予定年月日

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

用地測量、物件調査実施時の立会人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村、地元関係者から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　立会謝金特記仕様書　様式第１号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1030 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
立会謝金受領書（兼報告書）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地及び当該土地に存する物件調査時の立会に係る謝金支払の
ため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１年月日、　２受託者、　３業務名、　４調査等の場所、　５立会日、　６住所、　７氏名、　８区分、　９土地
の地番、　10権利の種類、　11協力時間、　12謝金の額

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

用地測量、物件調査実施時の立会人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村、本人から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　立会謝金特記仕様書　様式第２号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1031 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
立会者旅費支払い指示書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地及び当該土地に存する物件調査時の立会に係る旅費支払の
ため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１年月日、　２業務名、　３調査等の場所、　４契約年月日、　５受託者、　６区分、　７土地の地番、　８権
利の種類、　９氏名、　10住所、　11立会予定年月日、　12旅費支払額

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

用地測量、物件調査実施時の立会人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村、地元関係者から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　立会謝金特記仕様書　様式第３号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1032 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
旅費受領書（兼報告書）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地及び当該土地に存する物件調査時の立会に係る旅費支払の
ため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１旅費金額、　２年月日、　３住所、　４氏名、　５業務名、　６受託者、　７立会場所、　８立会日時

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

用地測量、物件調査実施時の立会人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

用地測量委託成果品　立会謝金特記仕様書　様式第４号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1033 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
登記前全額前金払調書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地代金の前金払のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１整理番号、　２年度、　３実施機関名、　４工事番号、　５工事名、　６路線名、河川名　７工事施行地、
　８契約予定日、登記処理予定日、　９契約名義人（住所、氏名）、　10　登記名義人（住所、氏名、生年
月日、死亡年月日）、　11契約者と登記名義人が違う場合の理由、　12協議日、　13承認番号、　14登記
完了日、　15土地の所在（大字、字、地番）、　16登記簿（地積、地目）、　17土地買収（地目、地積、単
価、金額）、　18交渉経過の概要、　19協議の理由及び処理方針、　20所有権以外の権利（名称、設定
年月日、受付番号、債務額、債務者、債務者の住所）、　21共有者名簿（登記名義人、住所（土地登記
簿住所、住民登録）、持分、相続発生の有無、相続人数、交渉の有無、必要とする書類及び整備状況
（登記承諾書、印鑑証明書、住民票、不在者財産管理人選任審判書、その他必要とする書類）　）、　22
相続者名簿（登記名義人、相続人（氏名、住所）、持分、必要とする書類及び整備状況（印鑑証明h祖、
戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、原戸籍謄本、住民票謄抄本、民903特別受益証明書、遺産分割協議
書、相続放棄受理証明書、委任状）、備考）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人、法務局、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅰ-2　別記第１号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1034 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
移転計画表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する物件の移転計画把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１事業名、　２施行地、　３日付、　４実施機関名、　５担当者名、　６物件（相手方住所、相手方氏名、物
件所在地、物件登記名義人、契約予定年月日、契約予定金額、認定工法、採用工法、移転先所在地、
移転先地所有者名、移転計画（施工業者名））、 ８土地(相手方住所、相手方氏名、登記名義人、抵当権
等権利者、契約予定年月日、契約予定金額、移転計画）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人、法務局、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

長岡地域振興局地域整備部

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅰ-3　様式２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1035 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
創設非農用地換地に関する契約書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に必要な土地の取得を創設非農用地換地により行うために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１事業名、　２日付、　３金額、　４引渡日、　５土地の表示（換地処分後の土地（創設非農用地換地）（創
設事業用地の所在、大字、字、仮地番、地目、面積、換地精算金）、　６土地調書（創設時用用地の所
在、大字、字地番、地目、用途、面積、所有者住所・氏名）、　７施行同意書（日付、住所、氏名、印影、
土地の所在、大字、字、地番、地目、用途、面積、権利の種類）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人、法務局、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅰ-13　別紙９

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1036 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
用地補償進捗状況等一覧表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得の進捗状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

1実施機関、　２事業名、　３路線・河川名等、　４施行地、　５事業実施期間、、６用地幅杭の打設終了年
度　７用地取得状況（権利者数、契約者数、用地取得率）、　８収用移行評価（、事務所評価、備考、本
庁評価）、　９Ａ評価事業シート（事業の種類及び名称、事業の概要、評価の概要、総合意見）、　10残件
調書（番号、土地（地目、面積、所有者名、関係人）、物件（物件及び数量、所有者名、関係人）個別交渉
年月日、未解決理由、相手方の主張、先に対する対応状況）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地等の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

新潟県土木部用地・土地利用課

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅲ-4-2　様式１

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

✔

No 1037 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
公共事業用資産の買取等の申出証明書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に必要な土地等の取得に係る租税特別措置法に基づく税控除措置適用のため利用す
る。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１資産の所有者（住所（居所）または所在地、氏名又は名称）、　２事業名、　３買取等の申出年月日、
　４買取等の区分、　５買取等の申出をした資産（所在地、種類、数量）、　６摘要、　７公共事業施行者
（事業場の所在地、事業場の名称）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地等の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

税務署

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅳ-4　別紙１

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

✔

No 1038 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
公共事業用資産の買取等の証明書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に必要な土地等の取得に係る租税特別措置法の税控除措置適用のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１譲渡者名（住所（居所）または所在地、氏名又は名称）、　２資産の所在地、　３資産の種類、　４数量、
　５買取り等の区分、　６買取り等の年月日、　７買取り等の金額、　８摘要（事業名、買取等の申出年月
日）、　９公共事業施行者（事業場の所在地、事業場の名称）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地等の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

税務署

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅳ-4　別紙２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

✔

No 1039 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
収用証明書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に必要な土地等の取得を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１住所（居所）又は所在地、　２氏名又は名称、　３公共事業施行者（事業所所在地、公共事業施行者、
職、氏名、印）、　４買取等に係る資産（資産の表示等（所在地、種類等、面積、区分、買取り等年月日、
買取り等の金額、備考）、証明規定）、　５取り壊し又は除去をしなければならなくなった資産（資産の表
示（所在地、種類、面積等、区分）、買取り等の日、補償金の明細（補償項目、補償金額、備考）、証明規
定、　６代行買収の場合（代行買収者（所在地、名称））

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地等の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

税務署、農業委員会

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅳ-4　別紙２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1040 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
登記処理不能調書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行のため取得した土地について必要な登記事務の執行状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１整理番号、　２事業区分、　３工事年度、　４工事番号、　５工事名・路線名、　６所在地、　７不能決定
年月日、　８字名、　９地番、　10地目（公簿、現況、）　11地積（公簿、現況、）　12契約者、　13契約者と
登記名義人が違う場合の理由、　14買収年月日、　15登記名義人（氏名、住所、生年月日・死亡年月
日、住民登録）、　16相続人（被相続人との続柄、氏名、現住所、備考）、　17所有権以外の権利（区分、
設定年月日、受付番号、債権額、債権者、債権者の住所）、　18処理経過、　19不能原因区分、　20不
能理由

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
  本人、関係者から聴取法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取

得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-1-5　別紙２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1041 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
登記不能カード

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行のため取得した土地について必要な登記事務の執行状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１事業名、　２整理№、　３工事年度、　４工事番号、　５所在地、　６地番、　７土地所有者（現在）（住所、
氏名）、　８契約年月日、　９未登記原因

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
  本人、関係者から聴取法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取

得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-1-5　別紙２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1042 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
持分移転登記について（協議）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行のため取得した土地について必要な登記事務の執行のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１日付、　２実施機関名、　３取得年度、　４地番、　５被相続人の数、　６相続人の数、　７左のうち承諾
が得られない者の数、　８左の持分、　９県等の持分

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
  本人、関係者から聴取法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取

得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-1-9　別紙

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1043 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
借用相続書類管理台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行のため取得した土地について必要な登記事務の執行状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１名前（被借用者）、　２借用日、　３借用書類（内容）、　４担当者、　５登記担当者へ引渡日、　６登記担
当者、　７登記完了日、　８担当返戻日、　９担当者、　10返戻日、　11確認

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人、関係者から取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-1-13　別紙２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1044 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
登記関係書類持出簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行のため取得した土地について必要な登記事務の執行状況把握のため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１契約者名、　２日付（持出日、持帰日）、　３契約書（写）、　４原因証明情報、　５移転承諾書、　６印鑑
証明、　７用地図、　８求積図、　９相続関係図、　10相続書類、　11戸籍、　12住民票、　13土地調書、
　14確認印

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-1-14　別紙２

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

✔

No 1045 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
不動産調査報告書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行のため取得した土地について必要な登記を行うため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１日付、　２作成者、　３作成者連絡先、　４登記の目的（申請番号、事件名）、　５調査した土地（申請番
号、所在、地番、地目、地積、第三者の権利の有無、利用状況、地積測量図の有無）、５所有権登記名
義人等（地番、所有権登記名義人（住所、氏名、本人確認方法、持分、連絡先）、立会人（住所、氏名、
本人確認方法、所有権登記名義人との関係、連絡先、立会・確認状況等））、　６登記原因及びその日
付（申請番号、地番、原因日付、原因、登記原因及びその日付の具体的判断理由）、　７調査資料・証
言・事実等（資料等区分、資料等番号、資料等名）、　８資料・証言・事実等の分析（資料等番号、地番、
分析手法、分析結果その他必要な事項）、　９現地の状況、　10　地域区分・精度区分（地域区分、精度
区分）、　11筆界位置の計測（基準点測量等（測地系、使用機器、観測方法、観測日、使用した基本三
角点等（点名、等級・種別、標識）、補助基準点（点名、名称・種別、標識）、恒久地物（点名、名称・種
別、地物の名称）、一筆地測量（使用機器、観測日、求積・誤差の許容限度の検証（地番、登記地積、実
測面積、較差、公差、地積更正の要否））、　12補足・特記事項、　13画像情報、　14調査図

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

法務局

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-1-15　様式９号

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1046 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
嘱託登記発注明細書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得した土地の嘱託登記を委託するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１土地の所在（市町村、大字、字、地番）、　２台帳地目、　３台帳地積、　４登記名義人(住所、氏名）、
　５県との売買契約年月日、　６委託業務内容

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量により取得

記録情報の経常的提供先

公共嘱託登記受託者

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-3-1　別紙様式１

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1047 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
登記業務発注書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得した土地の嘱託登記を委託するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１文書番号、　２日付、　３事業名、　４施設名、　５履行期限、　６発注内容（土地の所在（市町村、大字、
字、地番）、登記名義人(住所、氏名）、発注内容（公簿類調査、地図類調査、図面類調査、地積測量図、
分筆申請、地積変更、合筆、現地調査書）、　７備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量により取得

記録情報の経常的提供先

公共嘱託登記受託者

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-3-1　別紙様式１-2

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1048 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
嘱託登記事務実績報告書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得した土地の嘱託登記を委託するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１日付、　２表示の登記申請（表示、分筆、合筆、地目変更、地積の変更・更正、地積測量図）、　３登記
事務現地調査、　４権利の登記申請（所有権保存、所有権移転、登記名義人の表示変更・更正、抹消・
変更・その他）、　５査定額（単価、件数、金額）、　６登記済調書（委託番号、土地所有者、被相続人、登
記済証等の種類（表示登記、分筆登記、地積変更・更正登記、名義人表示変更・更正登記、相続登記、
所有権保存登記、抹消登記、所有権移転登記）、原本還付書類（承諾書、印鑑証明書、住民票、戸籍、
相続放棄書）、摘要）、　７登記業務処理済報告書（日付、事業名、施設名、履行期限、処理済金額、処
理済内容（土地の所在（市町村、大字、字、地番）、登記名義人（住所、氏名）、処理済内容（公簿類調
査、地図類調査、図面類調査、地積測量図、分筆申請、地積変更、合筆、現地調査書、所有権保存、相
続、所有権移転）、備考）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

通知　Ⅹ-3-1　別紙様式１-2

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1049 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
工事施行承諾書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得する土地について、売買前に土地を使用するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１日付、　２土地所有（関係）者（住所、氏名）、　３事業名、　４工事着工予定時期、　５土地売買等契約
予定時期、　６土地の使用料、　７土地（権利）の表示（市町村、町・大字、丁目・字、地番、地目、地積、
摘要）、　８物件その他通常生じる損失の表示（市町村、物件の所在（町・大字、丁目、地番）、種類、数
量、単位、摘要））

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第１号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1050 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
用地交渉伺

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の取得交渉を実施するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１工事番号、　２事業名、　３施設名、　４施行地、　５用地補償費、　６土地調書（所有者（住所、氏名）、
大字・字、地番、地目（公簿、現況）、地積（公簿、実測）、単価、金額、備考（権利の種類等））、　７物件
その他調書（住所、氏名、建物（番号、構造・用途、面積、移転工法、金額、備考）、項目、数量、金額、
備考、移転工法決定の理由、算定根拠）、　８土地価格比準表、　９抵当権等所有権以外の権利の有
無、　10交渉の方針、　11経産省交付金（申請（予定）日、交付決定日）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第２号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1051 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
用地業務記録簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地の取得交渉を記録するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１工事番号、　２工事名、　３工事箇所、　４交渉場所、　５交渉年月日、　６交渉時間、　７出席者（地域
機関、相手方）、　８交渉等内容、　９担当者所見、　10今後の交渉方針

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第３号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1052 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
土地売買契約書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得に係る契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１土地代金、　２引渡期限、　３日付、　４土地所有者（住所、氏名、印影）、　５年度、　６工事番号、　７施
設名、　８工事名、　９施行地、　10字、　11地番、　12地目、　13地積（公簿、実測）、　14単価、　15売買
代金、　16所有者（関係人）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第４号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1053 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
土地無償譲渡契約書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得に係る契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１引渡期限、　２日付、　３土地所有者（住所、氏名、印影）、　４年度、　５工事番号、　６施設名、　７工事
名、　８施行地、　９字、　10地番、　11地目、　12地積（公簿、実測）、　13所有者（関係人）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第５号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1054 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
契約書（三者契約（農地以外））

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得に係る契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１事業用地の土地代金、　２事業対償用地の土地代金、　３事業用地の引渡期限、　４事業対償用地の
引渡期限、　５日付、　６事業用地所有者（住所、氏名、印影）、　７事業対償用地所有者（住所、氏名、
印影）、　８事業用地の内訳（所在、地番、地目、地積（公簿、実測）、単価、売買代金、摘要）、　９事業
対償用地の内訳（所在、地番、地目、地積（公簿、実測）、単価、売買代金、摘要）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第６号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1055 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
契約書（三者契約（農地以外））

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得に係る契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１事業用地の土地代金、　２事業対償用地の土地代金、　３事業用地の引渡期限、　４事業対償用地の
引渡期限、　５日付、　６事業用地所有者（住所、氏名、印影）、　７事業対償用地所有者（住所、氏名、
印影）、　８事業用地の内訳（所在、地番、地目、地積（公簿、実測）、単価、売買代金、摘要）、　９事業
対償用地の内訳（所在、地番、地目、地積（公簿、実測）、単価、売買代金、摘要）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第７号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1056 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
契約書（物件その他通損）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する物件等についての補償契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１補償金額、　２施設名、　３工事名、　４引渡期限、　５日付、　６物件所有者（住所、氏名、印影）、　７施
行地、　８字、　９地番、　10種類、　11構造・目通廻り、　12数量、　13単価、　14補償金、　15摘要

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第８号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1057 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
契約書（土地使用）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地使用についての契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１補償金額、　２土地使用期間、　３引渡期限、　４日付、　５所有者（住所、氏名、印影）、　６年度、　７工
事番号、　８路線名、　９工事名、　10施行地、　11字、　12地番、　13地目、　14登記地積、　15土地使用
地積、　16単価、　17使用料、　18所有者（関係人）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第９号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1058 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
契約書（複数年土地使用）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地使用についての契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１路線名、　２工事名、　３土地使用期間、　４引渡期限、　５補償金額、　６日付、　７所有者（住所、氏
名、印影）、　８施行地、　9字、　10地番、　11地目、　12登記地積、　13土地使用地積、　14摘要

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第10号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1059 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
契約書（その他通損）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得に係る損失の補償契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１補償金額、　２補償項目、　３日付、　４契約者（住所、氏名、印影）、　５年度、　６工事番号、　７路線
名、　８工事名、　９施行地、　10字、　11地番、　12項目、　13構造、　14数量、　15単価、　16補償金、
　17所有者（関係人）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の土地所有者、物件所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第11号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1060 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
契約書（立木取得）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する立木を取得する契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１補償金額、　２引渡期限、　３日付、　４契約者（住所、氏名、印影）、　５年度、　６工事番号、　７路線
名、　８工事名、　９施行地、　10土地（字、地番、項目）、　11立木（樹種、単位、数量）、　12摘要

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業用地の土地所有者、物件所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第12号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1061 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
契約書（費用負担）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に起因する建物等の損傷への費用負担の契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１補償金額、　２日付、　３契約者（住所、氏名、印影）、　４年度、　５工事番号、　６路線名、　７工事名、
　８施行地、　９建物等の表示（所在及び地番、種類、単位、数量、摘要）、　10その他の費用の表示（事
項、単位、数量、摘要）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地に存する物件所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第13号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1062 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
借家人（借間人）補償契約書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴い取得等を行う土地に存する建物の移転に係る補償契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１補償金額、　２路線名、　３工事名、　４明渡期限、　５日付、　６契約者（住所、氏名、印影）、　７建物の
表示（施行地、土地（大字、字、地番、地目）、建物（種類、単位、数量、摘要））、　８物件その他通常受
ける損失補償の表示（施行地、大字、字、地番、地目、種類、単位、数量、摘要）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地に存する物件の借家人（借間人）

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第14号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1063 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
区分地上権設定契約書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に必要な土地に区分地上権を設定するための契約を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１補償金額、　２工事により造成される工作物名、　３許容載荷重量、　４区分地上権の存続期間、　５日
付、　６契約者（住所、氏名、印影）、　７年度、　８工事番号、　９路線名、　10工事名、　11施行地、　12
字、　13地番、　14登記地目、　15現況地目、　16区分地上権設定面積（実測）、　17区分地上権設定面
積（単価、金額）、　18区分地上権の範囲（東京湾平均海面）　

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第15号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1064 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
住民票の写し［住民票記載事項証明書］の請求について

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得等に係る権利者を特定するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１日付、　２請求先市町村、　３請求期間の名称・所在地、　４現に請求に当たっている者（職名・氏名）、
　５請求事由、　６根拠法令、　７請求対象者（氏名、住所、基礎証明事項以外の記載事項）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第17号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1065 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
戸籍関係書類［戸籍事項証明書］の請求について

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得等に係る権利者を特定するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１日付、　２請求先市町村、　３請求期間の名称・所在地、　４現に請求に当たっている者（職名・氏名）、
　５事務の種類及び戸籍の記載事項の利用目的　６根拠法令、　７請求対象者（氏名、住所、戸籍謄抄
本、原戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍附票謄抄本、備考）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第17号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1066 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の施行に伴う土地取得等に係る権利者を特定するために利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１日付、　２申請先家庭裁判所名、　３請求機関（住所、名称、連絡先、担当者名）、　４被相続人の表、
　５照会対象者の表

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地に存する物件の関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第18号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1067 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
配偶者居住権者補償契約書

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の用に供する土地の上に存する配偶者居住権の目的となっている建物についての補償契約
を証するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１補償金額、　２路線名、　３工事名、　４引渡期限、　５契約者（住所、氏名、印影）、　６建物の表示（施
行地、土地（字、地番、地目）、建物（種類、単位、数量、摘要））、　７物件その他通常受ける損失補償の
表示（施行地、物件（字、地南、地目、種類、単位、数量、摘要）、その他通常受ける損失補償（施行地、
物件（字、地南、地目、種類、単位、数量、摘要））

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地に存する物件の関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

規程　第19号様式

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1068 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
登記台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部

公共事業の用に供するため取得し、所有権移転登記した土地を管理するため利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１年度、　２事業名、　３大字、　４字、　５地番、　６地目（公簿、現況）、　７地積（公簿、現況）、　８契約者
（住所、氏名）、　９契約年月日　10売買代金、　11決議番号、　12施設名コード、　13登記（地番、地積、
年月日・番号）　14担当、　15備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者及び関係人

担当課

用地課

所在地

新潟県長岡市沖田２丁目173番地２

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
 本人、関係者、法務局、裁判所、家庭裁判所、市区町村から収集用地測量、物件調査により取得

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1069 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
低炭素建築物新築等計画認定台帳（地域）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部建築課

低炭素法の認定事務に利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１所管行政庁名、２新規・変更、３変更の概要、４変更前の認定番号、５申請者の住所又は主たる事務
所の所在地、６申請者の氏名又は代表者の氏名、７申請の対象とする範囲、８申請年月日、９工事着手
予定・完了予定年月日、10認定番号、11認定年月日、12地名地番、13市街化区域等、14敷地面積、15
建築面積、16延べ面積、17建築物の階数、18建築物の用途、19住戸の数、20工事種別、21構造、22構
造及び設備の概要、23該当する地域区分、24非住宅部分の床面積、25住宅部分の床面積、26建築物
全体のエネルギーの使用の効率性、27再生可能エネルギー利用設備、28確認の特例、29建築物の床
面積のうち、通常の建築物の床面積を超える部分、30その他措置、31技術的審査の有無、32備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

低炭素法の認定申請をした者

担当課

長岡地域整備部建築課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田2-173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人からの申請

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1070 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
建築物省エネ法届出台帳（地域）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部建築課

建築物省エネ法の届出事務に利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

1受理番号、２建築物の所在市町村、３届出月日、４根拠条文、５添付図書、６基準不適合を理由とした
指示・命令等の実施の有無、７指示・命令等の方法、８建築主氏名・郵便番号・住所・電話番号、９代理
者勤務先・郵便番号・住所・電話番号、10建築物名称、11地名地番、12延べ面積、13建物の階数、14建
築物の用途、15建築物の住戸の数、16工事種別、17建築物の床面積、18構造、19基準省令附則第２条
の適用の有無、20基準省令附則第３条又は第４条の適用の有無、21該当する地域の区分、22建築物
全体のエネルギー消費性能、23まとめ、24省エネ基準不適合の場合のみ記入欄

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

建築物省エネ法の届出をした者

担当課

長岡地域整備部建築課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田2-173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人からの届出

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1071 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
建築物省エネ法省エネ適判台帳（地域）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部建築課

建築物省エネ法の非住宅建築物の届出及び省エネ適合性判定事務に利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

1受理番号、２建築物の所在市町村、３省エネ適判（軽微変更）申請受理年月日、４省エネ適合性判定
通知書交付日又は届出受理日、５省エネ適判等通知文書番号、６根拠条文、７添付図書、８基準不適
合を理由とした指示・命令等の実施の有無、９指示・命令等の方法、10建築主氏名・郵便番号・住所・電
話番号、11代理者資格・氏名・建築士事務所・郵便番号・住所・電話番号、12確認申請済/未申請、13建
築物名称、14建築物地名地番、15建築物の階数、16非住宅部分の用途、17構造、18建築物の用途、19
工事種別、20建築物の床面積、21基準省令附則第３条又は第４条の適用の有無、22エネルギー消費
性能、23まとめ

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

建築物省エネ法の届出をした者

担当課

長岡地域整備部建築課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田2-173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人からの届出又は申請

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1072 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
建築物省エネ法性能向上計画認定台帳（地域）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部建築課

建築物省エネ法の認定事務に利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

1所管行政庁名、２新規・変更、３認定番号、４申請の対象とする範囲、５申請年月日、６認定年月日、７
延べ面積、８建築物の用途、９棟数、10非住宅部分の用途、11工事種別、12構造種別、13基準省令附
則第３条又は第４状の適用の有無、14竣工年月日、15地域区分、16建築物のエネルギー消費性能、17
通常の床面積を超える部分の床面積、18対象設備、19再生可能エネルギー、20住戸のエネルギー消
費性能、21太陽光発電、22技術的審査の有無、23備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

建築物省エネ法の認定申請をした者

担当課

長岡地域整備部建築課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田2-173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人からの申請

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1073 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
新潟県福祉のまちづくり条例事前協議　受付処理簿（地域）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部建築課

新潟県福祉のまちづくり条例事前協議の事務に利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受付番号、２協議等の年月日、３受付年月日、４協議者情報（住所、氏名）、５特定公共的施設情報
（所在地、名称、主要用途、用途面積）、６設計者、７事前協議通達年月日、８協議結果（区分、通知年
月日）、９完了届年月日、10検査済証交付年月日、11適合証（請求年月日、交付年月日）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

新潟県福祉のまちづくり条例事前協議をした者

担当課

長岡地域整備部建築課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田2-173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人又は法人からの申請

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1074 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
新潟県アスベスト調査台帳（地域）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部建築課

民間建築物における吹付けアスベストの使用実態を把握し、災害時における吹付けアスベストの飛散
防止措置等に利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１建築物情報（名称、主要用途、所在地、電話番号）、２所有者情報（住所、氏名、電話番号）、３管理者
情報（住所、氏名、電話番号）、４建築物延べ面積等、５調査報告状況（報告の有無、対応状況、指導等
状況）、６備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

吹付けアスベストが使用されている恐れのある民間建築物

担当課

長岡地域整備部建築課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田2-173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
建築確認等台帳、防火対象物台帳、定期調査報告書及び管内市町村からの情報提供（登記簿情報等）
で把握した情報を反映

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1075 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
違反建築物処理等台帳（地域）

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部建築課

建築基準法に違反している恐れのある建築物に対する調査、是正指導等の事務に利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１現場確認日、２建設場所、３建築主、４連絡先、５建物用途、６違反部分及び内容、７是正指導、８是正
処理、９備考

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

建築基準法に違反している恐れのある民間建築物

担当課

長岡地域整備部建築課

所在地

〒940-8567　新潟県長岡市沖田2-173-2

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
関係機関や所有者等への聞き取りなどの情報

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1076 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
公共事業用資産の買取り等の申出証明書等ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

証明書等発行及び税務報告

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 資産の所有者住所氏名、２ 買取り等の申出年月日、３ 買取り等の区分、４ 買取り等の申出をした資
産所在地種類数量、５ 支払いを受ける者住所氏名、６ 物件の所在地、７ 物件の種類、８ 物件の数量、
９ 取得年月日、１０ 支払金額、１１ 譲渡者等住所氏名、１２ 資産の所在地、１３ 資産の種類数量、１４ 
買取り等の年月日、１５ 買取り等の価額

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人、各税務署

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1077 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
公共用地等買収予定一覧表ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

税務協議及び報告

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 被買収者住所氏名、２ 土地の表示、３ 補償金、４ 買収地の登記状況、５ 納税猶予有無、６ 買取等
の申出の日、７ 買取等の日

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

各税務署

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1078 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
戸籍謄（抄）本及び住民票の公用交付申請簿及び交付申請書（当所用）ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

公共事業の施行に伴い、土地等の所有者及び関係人を確認するため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 住所又は本籍、２ 氏名、３ 生年月日、４ 戸籍筆頭者

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局及び市区町村等への公用請求により取得

記録情報の経常的提供先

市区町村役場　　　　

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1079 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
戸籍謄（抄）本及び住民票の公用交付申請簿及び交付申請書(委託用)ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

公共事業の施行に伴い、土地等の所有者及び関係人を確認するため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 住所又は本籍、２ 氏名、３ 生年月日、４ 戸籍筆頭者

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局及び市区町村等への公用請求により取得

記録情報の経常的提供先

市区町村役場　　

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1080 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
相続放棄申述照会簿及び照会書ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

公共事業の施行に伴い、土地等の登記名義人の相続関係を確認するため、家庭裁判所に対し相続の
放棄・限定承認の申述がなされているか確認するもの。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 被相続人の本籍・最後の住所・氏名、死亡年月日　２ 相続人申述人の本籍・氏名　

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局及び市区町村等への公用請求により取得　　

記録情報の経常的提供先

各家庭裁判所　　

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

No 1081 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
登記台帳ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

公共事業の用に供するため取得し、所有権移転登記した土地を管理するもの。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 土地の所在地、２ 地目（公簿）、３ 地目（現況）、４ 地積（公簿）、５ 地積（取得）、６ 契約者住所、７ 契
約者氏名、８ 契約年月日、 ９ 売買代金

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1082 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
予算管理簿ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

公共事業の施行に伴い事業ごとの予算を管理するため使用するもの。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 契約日、２ 契約者名、３ 用地買収地目、４ 面積、５ 買収金額、６ 補償種別、７ 摘要、８ 補償金額、９
 合計金額、１０ 支出年月日、１１ 支出金額

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1083 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
印鑑証明無償交付申請簿ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

印鑑証明書無償交付申請書作成

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所１、４ 住所２

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

各市区町村

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1084 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
抵当権一部消滅承諾依頼簿及び依頼書ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

依頼記録、抵当権一部消滅承諾依頼書作成及び照会対応のため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１抵当権者住所氏名、２買収地番、３地目、４登記面積、５買収面積、６所有者

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者及び抵当権者　

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

各抵当権者

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1085 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
過年度未登記台帳ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

過年度未登記土地管理のため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１所在地、２地番、３契約者、４筆数、５実測面積、６未登記原因１、７未登記原因２、８未登記原因３、９
未登記原因詳細、１０問題点

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

No 1086 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
複数年に渡る土地使用整理台帳ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

複数年に渡る土地使用状況の管理

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１土地使用期間、２契約者住所、３氏名、４土地の所在、５土地使用地積、６年間借地料、７契約年月
日、８〇年度支払額、９支払日

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1087 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
立木管理台帳ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

取得補償した立木の管理

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１所在地、２地目、３樹種、４胸高直径、５林令、６本数、７取得年月日、８所在地番、９契約者氏名

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1088 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
固定資産税の非課税対象土地一覧表

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

公共事業の施行に伴い取得した土地について、地方税法第348条第１項の規定に準ずる土地として、非
課税措置の適用を受けられるよう市町村に提出するもの

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１土地の所在（町・字・丁目・地番）、　２地目（台帳上・現況）、３地積（台帳面積・買収面積・残地面積）、
　４登記名義人（住所・氏名）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地及びその土地に存する物件の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

関係市町村

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1089 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 長岡地域振興局

個人情報ファイルの名称
登記済証索引簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

登記済証の管理

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１所有者氏名及び住所、２市町村、３大字、４字、５台帳地番地積地目

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

公共事業の用に供する土地の所有者及び関係人

担当課

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

所在地

新潟県長岡市与板町与板乙５９３５－１

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
法務局等の公的機関及び市区町村等からの公用請求、用地測量の実施による成果並びに本人及び関
係者からの聞き取りにより取得

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔


